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大学生の皆さん、この度は、大学生ボランティアチー
ム「ワクワク学び隊」に登録していただき、ありがとう
ございます。 

 
大学生ボランティアチーム「ワクワク学び隊」は、県

内の各市町が実施する放課後子供教室等の地域学校協
働活動（以下「地域学校協働活動」という。）を充実さ
せるとともに、大学生の地域貢献を促進することを目的
として実施しています。 
 
 この「活動の手引」は、皆さんが、これから「ワクワ
ク学び隊」として活動する際の留意点等について記載し
ています。 
  

皆さんの活動が子供たちにとって楽しい時間となる
とともに、皆さんにとっても有意義な経験となることを
願っています。 
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１ ボランティア活動をするに当たってお願いしたいこと 

 

○ マナーを守りましょう。 
(1) 進んであいさつをしましょう。 

(2) 約束の日時を守りましょう。 

・  緊急な事情等があり、遅れたり、行けなくなったりする場

合は、チーム代表者（又は副代表者）から、市町の担当者に

必ず連絡をしてください。 

・ 活動するメンバーが交代する場合は、必ず、登録している

メンバー同士で交代してください。なお、その旨を、速やか

に広島県立生涯学習センター（※以下、「センター」という。）

まで、連絡してください。 

(3) 服装は、清潔で活動しやすいものにしましょう。 

・  アクセサリー等の付属品は、子供に怪我をさせる場合があ

ります。できるだけ控えるようにしてください。 

 
○ 無理な行動をとらないようにしましょう。 

(1) 不明な点については事前に市町の担当者と、よく確認しまし

ょう。 

(2) 活動の開始に当たっては、市町の担当者や派遣先の指導員等

から、その日の注意事項等を聞いて、活動をしてください。 

(3) 健康には十分留意し、自己管理・体調管理をしてください。 

・ 風邪など、特にインフルエンザや新型コロナウィルス等の

感染性の病気のときは、参加は遠慮してください。（疑いの

ある場合も含みます。） 

・ 体調不良等でやむを得ず、活動できない場合は、チーム代

表者（又は副代表者）が、速やかに市町の担当者に連絡をし

てください。 

・ 特に、夏季は、熱中症対策として、水分補給をするなど、

適切な対応に努めてください。 
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○ 自ら事故防止に努めましょう。 
(1) 活動中における安全管理については、派遣先の指導員等も十

分配慮していますが、チームのメンバー一人一人が常に子供の

安全を考えて活動してください。 

 

(2) 派遣先までの往復を含めて、各自、事故等が発生しないよう

に、十分注意してください。 

・  派遣先までの往復については、原則として、公共の交通機

関の利用をお願いします。 

・ 活動中の怪我（派遣先までの往復途上中を含む。）や事故

に備え、センターが、事前に保険に加入します。（詳細につ

いては、７～８ページ参照。） 

・ 交通費等については、それぞれの市町の規定により対応さ

れますので、一律には決まっていません。市町の担当者との

相談となります。 

 

○ 子供との接し方に配慮しましょう。 
(1) 子供に説明するときは、分かりやすくゆっくりと話すように

してください。 

(2) 子供に対して、いかなる理由にかかわらず、叩いたり、蹴っ

たりしてはいけません。 

(3) 子供の心情を傷つける発言はしないでください。 

(4) 軽い気持ちで、性的な話題を持ち出さないでください。 

(5) 活動上、必要のない場面において、子供の身体に安易に触れ

てはいけません。 

(6) 特定の子供の連絡先を聞くこと、また、特定の子供に自分の

連絡先を教えること、物品のやり取りをすることは、やめてく

ださい。 
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○ その他 
(1) 貴重品については、各自で責任を持って管理してください。 

(2) 活動上、知り得た子供に係る個人情報については、口外しな

いでください。 

(3)  登録メンバーに追加、変更等がある場合は、速やかにセンタ

ーへ連絡してください。 

(4) 活動中の写真撮影については、目的を市町担当者へ伝え、必

ず許可を得てから行うようにしてください。撮影した写真は、

目的のみに活用してください。 

 

 
２ 活動までの流れ 

 

 活動までの流れは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できるだけ多くのチームに活動してもらえるようマッチングを行

いますが、派遣がない場合もありますので御了承ください。 

  

活動が終了したら・・・ 

活動終了後、チーム代表者は、アンケートを提出してください。 

 

※ 活動の様子やアンケートに寄せられた感想を、センターのホー

ムページに掲載させていただきますので、御了承ください。 

① 
チームの登録 

② 
派遣の要請・ 
日程調整 

③ 
派遣先の 
決定 

④ 
派遣先の 
市町担当者と 
打合せ 

⑤ 
派遣先にて、 
活動実施 

（★詳 細 は ６ ペ ー ジ 参 照） 
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★依頼元の担当者との打合せについて 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 派遣先が決定したら、依頼元の担当者から、活動日時、場所、

内容、交通手段などの活動の詳細について、連絡があります。分

からないことは、事前によく確認してください。 

○ 当日の活動者名、人数、リーダーの連絡先 

※ 保険請求手続きの為、必ず市町の担当者に伝えてください。 

○ 準備物（派遣先にて準備してほしい物、借りたい物、持参す

る物等の調整） 

○ 会場までの往復について（交通手段、交通費 等） 

○ 子供の人数、学年構成、様子 等 

○ 活動内容、当日サポートスタッフの有無 等 

○ その他、活動上の留意点 等 

※  活動に費用（工作の材料費等）を要する場合、市町によっ

ては費用の負担ができない場合がありますので、事前に市町

の担当者とよく相談をしてください。 

 

(2) 安全に活動するため、特に次の点については、市町の担当者と

詳細に打ち合わせをしてください。 

  ○ 活動する会場（広さ、机・いす等の配置 等） 

  ○ 物品の搬入・撤去 

     楽器等、大型の物品を取り扱う場合。 

○ 用具・材料の取扱い 

     実験において薬品等を取り扱う場合。 

     調理において用具、食品等を取り扱う場合。 

○ 用具・材料の使用についての子供への指導 

はさみやカッター、包丁等の刃物を、子供が使用する場合。 

○ その他 

調理における子供の食物アレルギーの有無。 

活動中の休憩のとり方。 

 

※ その他、分からないことがある場合は、 

依頼元の担当者によく確認をしてください。 

- 7 - 

３ 保険について 
 

ボランティア活動中の事故に備えて、損害保険に加入します。

ボランティアチームとして登録している方の保険料は、センター

が負担し、加入の手続きも行います。 

【保険の概要】 
 保険金の 

種類 
補償金額 保険金をお支払いする場合 

傷
害
保
険 

死亡 
保険金 

１千万円 

傷害を被り、その直接の結果として、
事故の日からその日を含め１８０日以
内に死亡した場合 
※疾病（細菌性食中毒、熱中症）につ

いては、500 万円の補償。 

後遺障害 
保険金 

1 千万円～ 
40 万円 

傷害を被り、その直接の結果とし 
て、事故の日からその日を含め１８０ 
日以内に後遺障害が発生した場合 
※疾病（細菌性食中毒、熱中症）につ

いては、500 万円～20 万円の補償。 

入院 
保険金 

日額 
２千５百円 
(180 日を限度) 

傷害を被り、その直接の結果として 
事故の日からその日を含め１８０日以
内に入院した場合 

通院 
保険金 

日額 
１千円 
(90 日を限度) 

傷害を被り、その直接の結果として、 
事故の日からその日を含め１８０日以
内に通院した場合 

損
害
賠
償
保
険 

身体賠償 1 事故につき最高 3 億円 

財物賠償  １事故につき 最高１千万円 

 

※ 保険の補償範囲は、地域学校協働活動におけるボランティア

活動中（活動する地域学校協働活動への往復途上を含む。）、ボ

ランティア活動のための当日の事前の打ち合わせ会、当日の事

後の反省会としております。 

※ この保険で補償される範囲や金額には限りがありますので、

保険内容が御心配な方は、各自で保険に加入することをお勧め

します。 

※ 加入している保険において、保険金の支払いの対象にならな 

い場合は次のとおりです。 
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【傷害保険】 

・ 職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性を欠くケー 

 ス 
・ 被保険者保険金受取人の故意又は重大な過失によるケガ 
・ 被補償者のけんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ 
・ 被補償者の無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中 

に生じた事故によるケガ 
・ 心神喪失によるケガ 
・ 妊娠、出産、流産によるケガ 
・ 外科的手術等の医療措置（保険金が支払われるケガを治療する 
 場合を除く。）によるケガ 
・ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によるケガ 
・ 戦争、内乱、暴動等によるケガ 
・ 核燃料物質の有害な特性等によるケガ 
・ 自動車等の乗用車による競技、試運転、競技場でのフリー走行 
 等を行っている間のケガ（ゴーカート、バイクを含む。） 
・ むちうち症、腰痛等医学的他覚所見のないもの 
・ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職 
 務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭 
 乗等の危険な運動中のケガ(競技スポーツを含む。） 
【損害賠償保険】 
・ 被保険者の故意による損害賠償責任 
・ 戦争、内乱、暴動等による損害賠償責任 
・ 心神喪失中（泥酔中等）の損害賠償責任 
・ 自動車（ゴルフカートを含む。）、原動機付自転車、航空機、船 

   舶（モーターボートを含む。）および銃器（空気銃を除く。）等の
所有、使用等に起因する損害賠償責任 

 

※ 万が一、事故があったときは、速やかに広島県立生涯学習セ

ンターまで連絡してください。 

【電話：082-248-8848（平日の 17 時 15 分まで）】 

土・日・祝日及び平日の 17 時 15 分以降の連絡先について

は、事前に、別途、チーム代表者に連絡をします。 
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４ 活動へのヒント＆アドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「放課後子供教室」を運営するに当たって 
 

放課後子供教室の教育活動推進員をしています。子供が自主性
を身につけたり、豊かな体験をしたりすることができるプログラ
ム作りをすることが重要な役割です。 

また、安全・安心のためには、我々スタッフにも子供たちにも
約束事が必要です。 

やりがいもありますが、大変なことも多くあります。地域の子 
供は地域で育てていこうという強い気持ちがあるからできるのだ
と思います。 
                       市町スタッフの声より 

先輩大学生からのアドバイス 
 
☆ 自分たちで考えた活動をすることで子供たちに楽しんでもら

えると、とても嬉しく充実感があります。 
☆ 地域貢献もできることに加え、自分たちの成長にも大きくつ

ながります。 
☆ 自分たちが教えたり見守る立場に立ったりすることで、大学

では体験できないことを学ぶことができます。 
「ワクワク学び隊」先輩大学生のアンケートより 

 

大学生に期待の声 
 

☆ 参加児童も大学生との交流
をとても楽しみにしています。
学生が一生懸命進行をしよう
とする姿に児童もしっかりと
耳を傾けていました。 

☆ 普段と異なる活動ができ、学
生にも学びや気付きがあり，活
動に魅力を感じました。 

☆ ボランティア学生の支援も
十分にあり、子供たちも安心し
て取り組めました。 

市町スタッフのアンケートより 

 

指導者として 
 

「教える」「お世話す
る」より「ともに学ぶ・
楽しむ」ことを大切にし
てほしい。 

活動を終えた時点で、
子供たちの主体的な活動
（今度は自分たちでやっ
てみたい！）へとつなが
っていくような支援がで
きるといいですね。 

曽余田浩史 
広島大学大学院教授 
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５ 連絡先 

 

 広島県立生涯学習センター  
 

電 話：082-248-8848 

   電子メ-ル：sgcshinkou@pref.hiroshima.lg.jp 

 

 

☆「ワクワク学び隊」に係わる各種資料は、生涯学習セン

ターのホームページから、ダウンロードできます。 

 

＜URL＞ 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/center/ 

center-model-wakuwaku-wakuwaku-top.html 

 

＜QR コード＞ 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典「これからの学校と地域～コミュニティ・スクールと地域学校協働活動～」文部科学省 
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